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MFJ会員行動規範
　（一財）日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）は、「MFJ会員行動規範」を下記のとおり
定める。
　この規範はMFJに所属している競技者、公認クラブ、インストラクター、競技役員、役員など
が遵守すべきものである。また、モーターサイクルスポーツを取り巻くファン、メディア関係者、
業界関係者などモーターサイクルスポーツを愛好するすべての者がこれを理解し、尊重すること
を願う。
　私たちはモーターサイクルスポーツを通じて人間的に成長し、家族の絆や友情の輪を広げるこ
とを望んでいる。本規範に則った行動を通じて、モーターサイクルスポーツの社会的地位を向上
させ、文化として継承し、ライダーが『心』『技』『体』整ったスポーツマンとして憧れの存在と
なることを強く願う。そしてモーターサイクルスポーツに関わる自分自身の人生を豊かなものと
し、他のスポーツに取り組む仲間とともに平和で健全な社会を築いていきたい。
１． 「フェアプレー」フェアプレーの精神を持ち、フェアな行動を心がける。
２． 「相手の尊重」他のライダーやオフィシャルなどにも友情と尊敬をもって接する。
３． 「安全意識」自己を守り、他のライダー・オフィシャルの安全に心がける。
４． 「自己責任」競技中発生した損害はすべて自己責任であることを認識する。
５． 「ルールの遵守」ルールを守り、ルールの精神に則り行動する。
６． 「勝敗の受容」勝利の時は慎みを忘れず、また敗戦も誇りある態度で受け入れる。
７．  「仲間の拡大」モーターサイクルスポーツの魅力を伝え、仲間やファンを増やすことに努める。
８． 「環境への配慮」周辺環境に配慮し、自然を大切にし、廃油、ごみは持ち帰る。
９．  「責任ある行動」社会の一員として責任ある態度と行動をとる。特に一般公道では安全運転

を心がける。
10．  「社会悪との戦い」薬物の乱用、暴走行為、差別などスポーツの健全な発展を脅かす社会悪

に反対する。
11． 「感謝と喜び」常に感謝と喜びの気持ちをもってモーターサイクルスポーツに関わる。

案内に必要な範囲で利用するほか、これらの業務遂行のためにMFJの各委員会、加
盟団体、競技会主催者、MFJスポーツ傷害基金、スポーツ安全保険、および業務委
託先に提供を行うことがあります。また、利用目的を変更する場合には、その内容
を会員に対し書面等により通知するか、または公式ホームページへの掲載、事務所
内への掲示などの方法により公表します。
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◆MFJ組織について
FIM（国際モーターサイクリズム連盟）
　FIMは、世界的にモーターサイクルスポーツを管理し、普及・振興を図り、これらの分野にお
けるユーザー支援団体として創立された国際組織である。1904年国際レースで起きた論争をきっ
かけに国際的なモーターサイクル組織の設立が呼びかけられ、1904年12月22日にパリで創立。現
在本部をスイスのMiesに置く。現在の加盟国は109カ国。世界のモーターサイクルスポーツ全て
の競技運営を統括しているとともにIOC（国際オリンピック委員会）から2000年９月に認可され、
モーターサイクルスポーツをオリンピック競技種目とすべく、積極的な活動を行っている。
FIMアジア
　FIMが世界を６地域（ヨーロッパ・北アメリカ・ラテンアメリカ・オセアニア・アフリカ・ア
ジア）に分けて管理するため設けた地域別協会であり、アジア圏内のFIM加盟国25カ国（アラブ
首長国連邦、イラン、インド、インドネシア、カタール、韓国、クウェート、※グァム、シンガ
ポール、スリランカ、タイ、※台湾、タジキスタン、中国、ネパール、日本、ヨルダン、バーレ
ーン、フィリピン、※香港、※マカオ、マレーシア、モンゴル、レバノン、サウジアラビア）で構
成され、積極的に相互の交流を図り、アジア圏内におけるモーターサイクルスポーツの普及・発
展をテーマに活動を行っている。※過去の経緯により国として扱われている。

MFJ（一般財団法人　日本モーターサイクルスポーツ協会）
　日本国内のモーターサイクルスポーツを統括する機関として1961年（昭和36年）10月に創立さ
れ、FIMに加盟する唯一の日本代表機関。'90年（平成２年）12月に文部省（現：文部科学省）所
管の財団法人となり、モーターサイクルスポーツの普及・発展を通じ、国民の心身の健全な育成
に寄与することを目的としている。2012年４月を以て一般財団法人に移行した。

MFJ九州（MFJ加盟団体・九州モーターサイクルスポーツ協会）
 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-2-19　榎田ビル2号室
 電話 092-473-2616 ／ FAX 092-415-4559　http://www.jmpsa.or.jp/block/kyushu/

MFJ四国（MFJ加盟団体・四国モーターサイクルスポーツ協会）
 〒791-1113 愛媛県松山市森松町858-1　C棟102　四国二輪車協会内
 電話 089-970-0506 ／ FAX 089-970-8150　http://www.jmpsa.or.jp/block/shikoku/

MFJ中国（MFJ加盟団体・中国モーターサイクルスポーツ協会）
 〒733-0036 広島県広島市西区観音新町1-18-9
 電話 082-295-6994 ／ FAX 082-295-2893　http://www.jmpsa.or.jp/block/chugoku/

MFJ近畿（MFJ加盟団体・近畿モーターサイクルスポーツ協会）
 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-7-14
 電話 06-6534-6422 ／ FAX 06-6534-4847　http://www.jmpsa.or.jp/block/kinki/

MFJ中部（MFJ加盟団体・中部モーターサイクルスポーツ協会）
 〒466-8558 愛知県名古屋市昭和区滝子町30-16 愛知県自動車会館内
 電話 052-882-8190 ／ FAX 052-882-8195　http://www.jmpsa.or.jp/block/chubu/

MFJ関東（MFJ加盟団体・関東モーターサイクルスポーツ協会）
 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15　South 新大塚ビル7F（一社）日本二輪車普及安全協会内
 電話 03-6902-8191 ／ FAX 03-6902-8192　http://www.jmpsa.or.jp/block/kanto/

MFJ東北（MFJ加盟団体・東北モーターサイクルスポーツ協会）
 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-10　宮城県交通会館内
 電話 022-284-9484 ／ FAX 022-239-8470　http://www.jmpsa.or.jp/block/tohoku/

MFJ北海道（MFJ加盟団体・北海道モーターサイクルスポーツ協会）
 〒001-0925 北海道札幌市北区新川5条20丁目1-20　軽自動車協会ビル2F
 電話 011-768-4112 ／ FAX 011-768-4113　http://www.jmpsa.or.jp/block/hokkaido/
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